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平成 26 年 2 月 14 日 

各  位 

 

会 社 名   株式会社 豊 和 銀 行 

代表者名    取締役頭取 権 藤  淳 

            （ コード番号 8559 福証 ） 

問合せ先   

執行役員経営管理部長  佐 藤 俊 明 

 （ TEL  097-534-2611 ） 
 

国の資本参加の申請（入れ換え等）に伴う自己株式（Ｃ種優先株式）取得枠の設定、 
      資本金及び資本準備金の額の減少並びに定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当行は、平成 26 年１月 15 日に「金融機能強化法に基づく国の資本参加の申請（入れ換え等）に向け
た検討の開始について」を公表いたしました。その中にありますように、当行は、地域の中小企業等の
お客様に対する一層円滑な資金供給や経営支援の強化を通じて、地域経済の更なる活性化を図ることが
責務であると、強く認識しております。 
一方で、平成 20 年 12 月改正前の「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」（以下「旧法」

といいます。）に基づく国の資本参加の枠組みの下では、金融仲介機能の積極的な発揮に向けたシステ
ム投資等が難しいなどの制約が生じている状況を踏まえて、旧法に基づく資本を償還し、同改正後の「金
融機能の強化のための特別措置に関する法律」（以下「新金融機能強化法」といいます。）に基づく資
本への入れ換えを行い、併せて資本基盤の強化を図るための申請に向けた検討を重ねてまいりました。 
今般、国の資本参加の申請に必要な一連の手続きに従い、当行は、本日開催の取締役会において、下

記のとおり、自己株式（Ｃ種優先株式）の取得枠の設定、資本金及び資本準備金の額の減少並びに定款
の一部変更について、平成 26 年 3 月 3 日に開催を予定している臨時株主総会に付議することを決議し
ましたので、お知らせいたします。 
 なお、資本増強に伴う定款の一部変更については、普通株主様、Ａ種優先株主様、Ｂ種優先株主様及
びＣ種優先株主様に係る各種類株主総会に付議することが必要であり、併せて決議しております。 
 

記 
 
Ⅰ．自己株式（Ｃ種優先株式）取得枠の設定 
１．自己株式（Ｃ種優先株式）取得枠の設定の理由 
当行は、旧法に基づき株式会社整理回収機構に対して発行したＣ種優先株式を取得し、新金融機
能強化法に基づく資本への入れ換えを行うために、自己株式（Ｃ種優先株式）の取得枠を設定する
ものです。 
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 ２．自己株式（Ｃ種優先株式）取得枠の内容（注１） 
 

① 取得対象株式の種類 Ｃ種優先株式 
② 取得し得る株式の総数 上限 9,000,000 株 

（発行済Ｃ種優先株式総数に対する割合 100％） 
③ 株式の取得対価の内容 金銭 
④ 株式の取得価額の総額（注２） 上限 100 億円 
⑤ 取得期間 平成 26年 3月 3日開催予定の臨時株主総会の終結のとき

から 1年間 
    （注１）本取得枠の設定は、平成 26 年 3 月 3 日開催予定の臨時株主総会において承認決議が得られ

ることが条件となります。 
(注２) 株式の取得価額の総額は、Ｃ種優先株式の額面金額、経過配当相当額や当行を取り巻く市

場環境・経済動向などを総合的に勘案した上で決定したものです。なお、実際の取得にあ
たっては、関係当局等との協議を行ったうえで、当行の財務状況や株価及び経済動向等を
総合的に判断して、適切に対応してまいります。 

 
３．Ｃ種優先株主の概要 
① 名称 株式会社整理回収機構 
② 所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 2号 
③ 代表者の役職・指名 代表取締役社長 藤田 昇三 
④ 事業内容 破綻金融機関等からの不良債権等の買取り並びに管理・回

収及び処分業務、健全金融機関等からの不良債権の買取り
並びに管理・回収及び処分業務、金融機関等の資本増強等
に関する業務等 

⑤ 資本金 120 億円 
⑥ 設立年月日 平成 11 年 4 月 1 日 
⑦ 大株主及び持株比率 預金保険機構 100％ 
⑧ 当行と取得先の関係  

資本関係 取得先は、Ｃ種優先株式 9,000,000 株を所有しておりま
す。 

人的関係 人的関係はありません。 

取引関係 預金取引を行っております。（※平成26年1月末現在） 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 
 
Ⅱ．資本金及び資本準備金の額の減少 
１.資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

上記Ⅰ．の自己株式（Ｃ種優先株式）の実際の取得に必要な分配可能額を確保するために、会
社法第 447 条第 1項及び第 448 条第 1項に基づき、以下のとおり、資本金及び資本準備金の額の減
少を行うものであります。 
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２.資本金及び資本準備金の額の減少の要領 

 （１）減少すべき資本金及び資本準備金の額 
平成 26年 2月 13 日現在の資本金の額 12,495,497,230 円のうち、8,000,000,000 円を減少させ、
資本金の額を 4,495,497,230 円といたします。資本金の減少額はその他資本剰余金に振り替える予
定です。 
平成 26 年 2 月 13 日現在の資本準備金の額 1,350,997,350 円のうち、1,000,000,000 円を減少さ
せ、資本準備金の額を 350,997,350 円といたします。資本準備金の減少額はその他資本剰余金に振
替える予定です。 

 （２）資本金及び資本準備金の額の減少の方法 
発行済株式総数を変更せず、当行貸借対照表における資本の勘定の振替のみを行います。 

 
３．日程 

（１）取締役会決議日： 平成 26 年 2 月 14 日（本日） 

（２）臨時株主総会の開催日： 平成 26 年 3 月 3 日 

（３）債権者異議申述最終日： 平成 26 年 3 月 26 日 

（４）資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日： 平成 26 年 3 月 31 日 

 
４．今後の見通し 
   この度の資本金及び資本準備金の額の減少は、純資産の部の勘定の組み替えであり、当行の損益

及び純資産額に与える影響はありません。 

 

 
Ⅲ．定款の一部変更 
１．定款の一部変更（１） 

 （１）定款変更の目的 
上記Ⅰ．のとおり、当行は、旧法に基づく資本を償還し、新金融機能強化法に基づく資本へ

の入れ換えを行い、併せて資本基盤の強化を図るための申請に向けた検討を開始しております。
つきましては、新金融機能強化法に基づく国の資本参加を申請する場合に備えて、新たな種類
の株式（Ｄ種優先株式）を発行することを可能とする定款変更を含め、以下の定款変更を行う
ことといたしたいと存じます。 
① 新たな株式の種類としてＤ種優先株式を追加するため、現行定款第６条にＤ種優先株
式の発行可能種類株式総数を新たに追加するとともに、普通株式の交付と引換えの取
得に備えて普通株式の発行可能種類株式総数を増加させ、併せて発行可能株式総数も
増加させるものです。 

② Ｂ種優先株式については、Ｄ種優先株式との調整を図る観点から、商品性を一部変更する
ための定款変更を行うものであります。具体的には、Ｂ種優先株式に係る取得請求期間
の終期及び一斉取得日を延期するとともに、Ｂ種優先株式が発行されている間にＤ種優先
株式が普通株式の交付と引換えに一斉取得された場合には、Ｂ種優先株式の一斉取得
に係る取得価額を下限一斉Ｂ種取得価額とすることといたします。これにより、引き
続きＢ種優先株主との資本関係を維持し、協力関係を継続することができるものと考
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えております。 
③ 第 12 条の 5においてＤ種優先株式に関する規定を追加するとともに、その他所要の変
更を行うものです。 

なお、Ｄ種優先株式の内容の一部につきましては、定款では要綱のみを定め、詳細については
取締役会で定めることとしております。 

 （２）定款変更の内容 
定款変更の内容は別紙 1のとおりであります。 

 
２．定款の一部変更（２） 

 （１）定款変更の目的 
Ｄ種優先株式が発行された場合に、普通株式を対価とする取得請求権の行使がなされること

に備え、発行可能株式総数を増加するための定款変更を行うことといたしたいと存じます。 
なお、当該定款変更については、Ｄ種優先株式が発行されることを条件として、その効力が生じ
るものとします。 

 （２）定款変更の内容 
定款変更の内容は別紙 2のとおりであります。 

 
３．日程 

 （１）取締役会決議日： 平成 26 年 2 月 14 日（本日） 
 （２）臨時株主総会並びに普通株主様、Ａ種優先株主様、Ｂ種優先株主様及びＣ種優先株主様に係る

各種類株主総会の開催日： 平成 26 年 3 月 3 日 
 （３）定款の一部変更（１）の効力発生日： 平成 26 年 3 月 3 日 
 （４）定款の一部変更（２）の効力発生日： 未定（Ｄ種優先株式の発行時） 
 

以  上 

 

本件に関する問合せ先 経営管理部 税所
さいしょ

、高次
たかつぐ

  ＴＥＬ 097(534)2608 
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別紙 1 定款の一部変更（１） 

 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所となります。） 

現行定款 変更案 

第 1章 総則 

 

第 1条～第 5条 （省略） 

 

第 2章 株式 

 

（発行可能株式総数） 

第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は、2 億 1

千 8百万株とし、普通株式、A種優先株式、

B 種優先株式及び C 種優先株式の発行可

能種類株式総数は、それぞれ、2 億株、6

百万株、3百万株及び 9百万株とする。 

 

 

第 7条～第 12条 （省略） 

 

第 2章の 2 優先株式 

 

第 12条の 2 （省略） 

 

（B種優先株式） 

第 12 条の 3 当銀行の発行する B 種優先株式

の内容は次のとおりとする。 

1～7 （省略） 

（取得請求権） 

8 B 種優先株式の取得請求権の内容は以

下のとおりとする。 

① （省略） 

② 取得請求期間 

平成 21年 7月 1日から平成 32年 3

月 31日までとする。 

第 1章 総則 

 

第 1条～第 5条 （現行どおり） 

 

第 2章 株式 

 

（発行可能株式総数） 

第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は、2 億 3

千 4百万株とし、普通株式、A種優先株式、

B 種優先株式、C 種優先株式及び D 種優

先株式の発行可能種類株式総数は、それぞ

れ、3億 6千万株、6百万株、3百万株、9

百万株及び 1千 6百万株とする。 

 

第 7条～第 12条 （現行どおり） 

 

第 2章の 2 優先株式 

 

第 12条の 2 （現行どおり） 

 

（B種優先株式） 

第 12 条の 3 当銀行の発行する B 種優先株式

の内容は次のとおりとする。 

1～7 （現行どおり） 

（取得請求権） 

8 B 種優先株式の取得請求権の内容は以

下のとおりとする。 

① （現行どおり） 

② 取得請求期間 

平成 21年 7月 1日から平成 41年 9

月 30日までとする。 
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③～⑤ （省略） 

（取得条項） 

9 B 種取得請求期間中に取得請求のなか

った B種優先株式を、同期間の末日の

翌日以降の日で取締役会が定める日

（以下「一斉取得日」という。）をもっ

て取得し、これと引換えに、B 種優先

株式 1株の払込金額相当額を普通株式

の時価で除して得られる数の普通株式

を交付する。普通株式の時価とは、一

斉取得日に先立つ 20 取引日目に始ま

る 15 取引日の福岡証券取引所におけ

る当銀行の普通株式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日数を除く。）をいい、平均値

の計算は円位未満小数第 2位まで算出

し、その小数第 2位を四捨五入する。

ただし、当該平均値が B種取得請求期

間の末日において有効な B種取得価額

の 70％に相当する額（円位未満小数第

2 位まで算出し、その小数第 2 位を四

捨五入する。）（以下「下限一斉 B種取

得価額」という。）を下回るときは、B

種優先株式 1株の払込金額相当額を下

限一斉 B種取得価額で除して得られる

数の普通株式を交付するものとし、当

該平均値が B種取得請求期間の末日に

おいて有効な B 種取得価額の 100％に

相当する額（以下「上限一斉 B種取得

価額」という。）を上回るときは、B種

優先株式 1株の払込金額相当額を上限

一斉 B種取得価額で除して得られる数

の普通株式を交付するものとする。交

付すべき普通株式数の算出において 1

株に満たない端数が生じたときは、会

社法第 234条に従いこれを取り扱う。

③～⑤ （現行どおり） 

（取得条項） 

9 B 種取得請求期間中に取得請求のなか

った B種優先株式を、同期間の末日の

翌日以降の日で取締役会が定める日

（以下「一斉取得日」という。）をもっ

て取得し、これと引換えに、B 種優先

株式 1株の払込金額相当額を普通株式

の時価で除して得られる数の普通株式

を交付する。普通株式の時価とは、一

斉取得日に先立つ 20 取引日目に始ま

る 15 取引日の福岡証券取引所におけ

る当銀行の普通株式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日数を除く。）をいい、平均値

の計算は円位未満小数第 2位まで算出

し、その小数第 2位を四捨五入する。

ただし、当該平均値が B種取得請求期

間の末日において有効な B種取得価額

の 70％に相当する額（円位未満小数第

2 位まで算出し、その小数第 2 位を四

捨五入する。）（以下「下限一斉 B種取

得価額」という。）を下回るときは、B

種優先株式 1株の払込金額相当額を下

限一斉 B種取得価額で除して得られる

数の普通株式を交付するものとし、当

該平均値が B種取得請求期間の末日に

おいて有効な B 種取得価額の 100％に

相当する額（以下「上限一斉 B種取得

価額」という。）を上回るときは、B種

優先株式 1株の払込金額相当額を上限

一斉 B種取得価額で除して得られる数

の普通株式を交付するものとする。ま

た、一斉取得日までに当銀行が D種優

先株式を第 12条の 5第 10項に定める

普通株式を対価とする取得条項により
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第 12条の 4 （省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得した場合には、B 種優先株式 1 株

の払込金額相当額を下限一斉 B種取得

価額で除して得られる数の普通株式を

交付するものとする。交付すべき普通

株式数の算出において 1株に満たない

端数が生じたときは、会社法第 234 条

に従いこれを取り扱う。 

 

第 12条の 4 （現行どおり） 

 

（D種優先株式） 

第 12 条の 5 当銀行の発行する D 種優先株式

の内容は次のとおりとする。 

（D種優先配当金） 

1 当銀行は、定款第 38条に定める剰余金

の配当を行うときは、当該剰余金の配

当に係る基準日の最終の株主名簿に記

載又は記録されたD種優先株式を有す

る株主（以下「D種優先株主」という。）

又は D 種優先株式の登録株式質権者

（以下「D 種優先登録株式質権者」と

いう。）に対し、普通株主及び普通登録

株式質権者に先立ち、D 種優先株式 1

株につき、D種優先株式 1株当たりの

払込金額相当額（ただし、D 種優先株

式につき、株式の分割、株式無償割当

て、株式の併合又はこれに類する事由

があった場合には、適切に調整され

る。）に、D種優先株式の発行に先立っ

て取締役会の決議によって定める配当

年率を乗じて算出した額の金銭（以下

「D種優先配当金」という。）の配当を

行う。配当年率は、8％を上限とする。

ただし、当該基準日の属する事業年度

においてD種優先株主又はD種優先登

録株式質権者に対して第 4項に定める
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D 種優先中間配当金を支払ったとき

は、その額を控除した額とする。 

（非累積条項） 

2 ある事業年度において D種優先株主又

はD種優先登録株式質権者に対してす

る剰余金の配当の額がD種優先配当金

の額に達しないときは、その不足額は

翌事業年度以降に累積しない。 

（非参加条項） 

3 D種優先株主又は D種優先登録株式質

権者に対しては、D 種優先配当金の額

を超えて剰余金の配当を行わない。た

だし、当銀行が行う吸収分割手続の中

で行われる会社法第 758条第 8号ロ若

しくは同法第 760条第 7号ロに規定さ

れる剰余金の配当又は当銀行が行う新

設分割手続の中で行われる同法第 763

条第 12号ロ若しくは第 765条第 1項第

8 号ロに規定される剰余金の配当につ

いてはこの限りではない。 

（D種優先中間配当金） 

4 当銀行は、第 39条に定める中間配当を

するときは、当該中間配当に係る基準

日の最終の株主名簿に記載又は記録さ

れたD種優先株主又はD種優先登録株

式質権者に対し、普通株主及び普通登

録株式質権者に先立ち、D 種優先株式

1 株につき、D 種優先配当金の額の 2

分の 1を上限とする金銭（以下「D種

優先中間配当金」という。）を支払う。

（残余財産の分配） 

5 当銀行は、残余財産を分配するときは、

D種優先株主又は D種優先登録株式質

権者に対し、普通株主及び普通登録株

式質権者に先立ち、D種優先株式 1株

につき、D種優先株式 1株当たりの払
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込金額相当額を踏まえてD種優先株式

の発行に先立って取締役会の決議によ

って定める額の金銭を支払う。D 種優

先株主又はD種優先登録株式質権者に

対しては、このほか、残余財産の分配

は行わない。 

（議決権） 

6 D 種優先株主は、全ての事項につき株

主総会において議決権を行使すること

ができない。ただし、D種優先株主は、

定時株主総会にD種優先配当金の額全

部（D 種優先中間配当金を支払ったと

きは、その額を控除した額）の支払い

を受ける旨の議案が提出されないとき

はその定時株主総会より、D 種優先配

当金の額全部（D 種優先中間配当金を

支払ったときは、その額を控除した額）

の支払いを受ける旨の議案が定時株主

総会において否決されたときはその定

時株主総会の終結の時より、D 種優先

配当金の額全部（D 種優先中間配当金

を支払ったときは、その額を控除した

額）の支払いを受ける旨の決議がなさ

れる時までの間は、全ての事項につい

て株主総会において議決権を行使する

ことができる。 

（株式の分割又は併合及び株式無償割当

て） 

7 株式の分割又は併合を行うときは、普

通株式及び D 種優先株式の種類ごと

に、同時に同一の割合で行う。株式無

償割当てを行うときは、普通株式及び

D 種優先株式の種類ごとに、当該種類

の株式の無償割当てを、同時に同一の

割合で行う。 

（普通株式を対価とする取得請求権） 
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8 D 種優先株主は、下記②に定める取得

を請求することのできる期間中、当銀

行に対し、自己の有する D種優先株式

を取得することを請求することができ

る。かかる取得の請求があった場合、

当銀行は、D 種優先株主がかかる取得

の請求をしたD種優先株式を取得する

のと引換えに、下記③に定める財産を

当該D種優先株主に対して交付するも

のとする。 

② D 種優先株式の発行に先立って取

締役会の決議によって定める平成 41

年 3月 31日までの間の期間（以下「D

種取得請求期間」という。）とする。 

③ 当銀行は、D種優先株式の取得と引

換えに、D 種優先株主が取得の請求を

した D種優先株式数に D種優先株式 1

株当たりの払込金額相当額（ただし、

D 種優先株式につき、株式の分割、株

式無償割当て、株式の併合又はこれに

類する事由があった場合には、適切に

調整される。）を乗じた額を下記④に定

める取得価額で除した数の普通株式を

交付する。なお、D 種優先株式の取得

と引換えに交付すべき普通株式の数に

1 株に満たない端数があるときは、会

社法第 167条第 3項に従ってこれを取

扱う。 

④ 取得価額は、当初、当銀行の普通株

式の時価を基準としてD種優先株式の

発行に先立って取締役会の決議によっ

て定める方法により算出される額と

し、当該決議により取得価額の修正及

び調整の方法を定めることができるも

のとする。当銀行は、当該決議により

取得価額の修正を定める場合、修正さ
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れる額の下限を定めるものとし、取得

価額が下限として定める額を下回った

場合、取得価額は下限として定める額

に修正されるものとする。 

（金銭を対価とする取得条項） 

9 当銀行は、D 種優先株式の発行に先立

って取締役会の決議によって定める事

由が生じた場合に取締役会が別に定め

る日が到来したときは、法令上可能な

範囲で、D 種優先株式の全部又は一部

を取得することができる。この場合、

当銀行は、かかる D種優先株式を取得

するのと引換えに、下記②に定める財

産をD種優先株主に対して交付するも

のとする。なお、D 種優先株式の一部

を取得するときは、按分比例の方法に

よる｡ 

② 当銀行は、D種優先株式の取得と引

換えに、D 種優先株式 1 株につき、D

種優先株式の払込金額相当額を踏まえ

てD種優先株式の発行に先立って取締

役会の決議によって定める額の金銭を

交付する｡ 

（普通株式を対価とする取得条項） 

10 当銀行は、D種取得請求期間の末日ま

でに当銀行に取得されていないD種優

先株式の全てをD種取得請求期間の末

日の翌日をもって取得する。この場合、

当銀行は、かかる D種優先株式を取得

するのと引換えに、各 D種優先株主に

対し、その有する D種優先株式数に D

種優先株式 1株当たりの払込金額相当

額（ただし、D 種優先株式につき、株

式の分割、株式無償割当て、株式の併

合又はこれに類する事由があった場合

には、適切に調整される。）を乗じた額



 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を普通株式の時価で除した数の普通株

式を交付するものとし、その詳細は D

種優先株式の発行に先立って取締役会

の決議によって定める。当該取締役会

では、交付すべき普通株式数の上限の

算定方法を定めることができる。D 種

優先株式の取得と引換えに交付すべき

普通株式の数に 1株に満たない端数が

ある場合には、会社法第 234条に従っ

てこれを取扱う。 

 

（優先順位） 

第 12条の 5 A種優先株式、B種優先株式及び

C種優先株式に係る優先配当金、優先中間

配当金及び残余財産の分配における支払

順位は同順位とする。 

 

第 13条～第 40条 （省略） 

 

（優先順位） 

第 12条の 6 A種優先株式、B種優先株式、C

種優先株式及び D 種優先株式に係る優先

配当金、優先中間配当金及び残余財産の分

配における支払順位は同順位とする。 

 

第 13条～第 40条 （現行どおり） 

 

 

以 上 
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別紙 2 定款の一部変更（２） 

 

変更の内容は、次のとおりであります。 

なお、定款の一部変更②については、Ｄ種優先株式が発行されることを条件として、

その効力が生じるものとします。 

（下線部分は変更箇所となります。） 

現行定款 変更案 

第 1章 総則 

 

第 1条～第 5条 （省略） 

 

第 2章 株式 

 

（発行可能株式総数） 

第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は、2 億 3

千 4百万株とし、普通株式、A種優先株式、

B 種優先株式、C 種優先株式及び D 種優

先株式の発行可能種類株式総数は、それぞ

れ、3億 6千万株、6百万株、3百万株、9

百万株及び 1千 6百万株とする。 

 

第 7条～第 40条 （省略） 

 

第 1章 総則 

 

第 1条～第 5条 （現行どおり） 

 

第 2章 株式 

 

（発行可能株式総数） 

第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は、3 億 3

千万株とし、普通株式、A種優先株式、B

種優先株式、C 種優先株式及び D 種優先

株式の発行可能種類株式総数は、それぞ

れ、3億 6千万株、6百万株、3百万株、9

百万株及び 1千 6百万株とする。 

 

第 7条～第 40条 （現行どおり） 

 

 

以 上 


	03-修正プレスリリース（付議）_v12_2014.02.14最終
	04-プレスリリース（付議）別紙定款新旧対照表_v4.pdf

